
１．平成２１年度長寿医療制度の運営状況について 

 

（１）被保険者数の状況 

 

被保険者数 Ａ 被保険者数 Ｂ 増減数 Ｂ－Ａ 月平均 

区 分 
Ｈ２１.４.１現在 Ｈ２１.１１.１現在 （増減率Ｂ／Ａ） 増減数 

７５歳以上 
人

１７２,２５８

人

１７４，２２２

人

１，９６４

（１．１％）

人

２８１

障 害 認 定 

（65 歳～74 歳） 

人

７,６９１

人

７，１７２

人

△５１９

（△６．７％）

人

△７４

合   計 
人

１７９,９４９

人

１８１，３９４

人

１，４４５

（０．８％）

人

２０６

 

参考 平成２０年４月１日現在 被保険者数 176,616 人（内障害認定 7,944 人） 
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（２）窓口負担割合別被保険者数の状況 

  

１割負担 
３割負担 

（※ 現役並所得者） 

一般 ※ 低所得者 区 分 
被保険者 

総 数 

人数 構成率 人数 構成率 

人数 構成率 

Ｈ２１．４．１ 
人

１７９，９４９

人

１２６，５３６

％

７０．３

人

４６，２７７

％

２５．７

人

７，１３６

％ 

４．０ 

Ｈ２１．１1．１ 
人

１８１，３９４

人

１２６，４１７

％

６９．７

人

４８，０８７

％

２６．５

人

６，８９０

％ 

３．８ 

増  減 
人

１，４４５

 人

△１１９

％

△０．６

人

１，８１０

％

０．８

人

△２４６

％ 

△０．２ 

 

※「低所得者」とは市町村民税非課税世帯または世帯全員が所得のない(年金収入８０万円未満）世帯 

※「現役並所得者」とは、課税所得額が１４５万円以上の被保険者及びその者と同一世帯に属する    

被保険者 
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（３）短期被保険者証の交付状況 

 

〔短期被保険者証について〕 

   過年度保険料の滞納者を対象とし、有効期限は６ヶ月と通常の１年に比べ短いが効力は変わらない。 

   ただし、以下の「特別の事情がある」と認める場合は除外する。 

   《除外要件》 

（ア）納付相談・指導に応じ、取り決めた納付方法を履行している場合 

（イ）納付相談・指導に応じ、近日中に納付が見込まれる場合 

（ウ）納付相談の結果、納付についての理解・意思表示が困難だと認められる場合 

 

※ 月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 

交付枚数 
件

４８８

件

４５６

件

４４３

件

４３２

件

４１９

※各月１日現在の数値 

 

【参考：保険料滞納繰越分状況（１０月末現在）】 

年度 調 定 額 収 納 額 収 納 率 

平成２０年度 ４４，７８８千円 １９，９３５千円 ４４.５１％
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（４）保険料賦課及び軽減の状況（平成２１年１１月現在） 

・賦課決定被保険者数          １８５，４８８人 （前年度比較 ２，５３９人増） 

・賦課総額（軽減前）      １０，９３１，０４１千円 （  〃   ８６，４０６千円増） 

・賦課総額（軽減後の決定保険料） ７，０８５，２４０千円 （  〃   ９９，５８３千円増） 

・１人当たり平均年間保険料額（軽減前）  ５８，９３１円 （  〃   ３４１円増） 

・１人当たり平均年間保険料額（軽減後）  ３８，１９８円 （  〃    １４円増） 
 

均等割軽減 所得割軽減 

区分 

２割軽減 ５割軽減 8.5 割軽減 ９割軽減 合計 ５割軽減 

軽  減 

総  額 

千円 

７９,０３１ 

千円

１０７,１２６

千円

８５６,３２０

千円

２,４６９,５１０

千円

３,５１１,９８７

（３,５０１,３８８）

千円 

１３２,４００ 

（１２５，６９４） 

軽  減 

対象数 

人 

１０,５９４ 

人

 ５,７４４

人

２７,００９

人

７３,５６３

人

１１６,９１０

（１１４，７４６）

人 

１４,４０５ 

（１３,６４２） 

同  上 

構成率 

％ 

５.７ 

％

３.１

％

１４.６

％

３９.６

％

６３.０

（６２.７）

％ 

７.８ 

 （７.６） 

※（  ）内は２０年１１月現在の軽減状況 
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（５）医療給付の状況 

①平成２０・２１年度の４月～９月（６ヶ月分）支給決定実績            単位：千円 

区  分 
※ 療養給付費等 

（保険医療機関等への支払）

※ 各種療養費 

（被保険者への支払）

葬祭費 

(1 件 50,000 円)
合  計 

H20 ４８,３２１,５１８ ４５１,５５３ ２２０,５００ ４８,９９３,５７１ 

H21 ６２,６１９,２４４ ８８７,７１７ ２４９,２５０ ６３,７５６,２１１ 給付額

増減 

(H21-H20) 
１４,２９７,７２６ ４３６,１６４ ２８,７５０ １４,７６２,６４０ 

H20 ９,６６４,３０４ ９０,３１１ ３６,７５０ ９,７９１,３６５ 

H21 １０,４３６,５４０ １４７,９５３ ４１,５５０ １０,６２６,０４３ 

月額 

平均 

増減 

(H21-H20) 
７７２,２３６ ５７,６４２ ４,８００ ８３４,６７８ 

※ 平成２０年４月制度施行のため、２０年度の療養給付費等及び各種療養費は５ヶ月分 
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②平成２０年度決算及び平成２１年度見込み                     単位：千円 

区  分 
※ 療養給付費等 

（保険医療機関等への支払）

各種療養費 

（被保険者への支払）

葬祭費 

(1 件 50,000 円)
合  計 

H20 １０８,１９１,１９０ １,３０３,５５３  ５００,８００ １０９,９９５,５４３ 

H21 １２６,７６１,０９７ ２,０７９,０８３ ５０１,１００ １２９,３４１,２８０ 給付額

増減 

(H21-H20) 
１８,５６９,９０７ ７７５,５３０ ３００ １９,３４５,７３７ 

H20 ９,８３５,５６３ １１８,５０５ ４５,５２７ ９,９９９,５９５ 

H21 １０,５６３,４２５ １７３,２５７ ４１,７５８ １０,７７８,４４０ 

月額 

平均 

増減 

(H21-H20) 
７２７,８６２ ５４,７５２ △３,７６９ ７７８,８４５ 

※平成２０年４月制度施行のため、２０年度の療養給付費等は１１ヶ月分 
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（６）制度周知広報の実施状況 

【実績及び予定】 

内容 具体的方法 実績及び予定 

(1)説明会、研修会等での
直接説明 

①関係団体の研修会等で、制度広報を行った。 

②関係団体職員等からは、対象者への周知に協力を要請。

①２回 
②適宜要請 

(2)制度広報パンフ 

①パンフを被保険者、関係者に配布。 

 ※保険証の一斉更新時、保険料賦課決定時 

②説明会、研修会等において配布。 

③県内の全世帯に配布。（22 年３月～４月） 

① ７月～ 全被保険
者及び関係者 

②２回 

③全世帯配布 

(3)制度周知ポスター 

①保険証が更新されることの周知 

 医療機関等、公共交通機関待合所、市町村等に配布 

②保険料納付勧奨 

 県内金融機関（各支店等含む）、市町村等に配布 

①７月～ 

4,000 枚配布 

②８月～ 

1,050 枚配布 

(4)制度広報ＤＶＤ 
①映像や音声による媒体で制度広報を行う。 

②市町村等に配布し、研修会等で説明を行う。 

・ホームページ掲載 

・100 枚配布 

(5)ホームページ 制度の詳細な情報を広域連合ＨＰに掲載。 ・随時更新 

他、各市町村広報紙に適宜要請し、随時掲載 
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（７）長寿医療制度に係る問い合わせ状況（市町村＋広域連合）   （  ）は、平成２０年度実績値 

月 問合せ 苦情等 総 数 主な出来事 
４月 968 

(6,551) 

24

(2,277)

992

(8,828)

・県医療給付制度の見直し(長寿医療被保険者要件の撤廃) 
・保険料通知の送付(4／15仮徴収の年金天引き) 

５月 872 

(781) 

15

(74)

887

(855)

・保険料の納付方法周知ダイレクトメール 

６月 1,743 

(510) 

14

(28)

1,757

(538)

・保険料の納付方法周知ダイレクトメール 
・6／29広域連合議会(定例会：保険料軽減割合７割を一律 8.5割に) 

７月 6,425 

(4,291) 

323

(463)

6,748

(4,754)

・短期被保険者証対象者への通知 
・保険料賦課決定通知(７月中旬) 
・7／22医療費通知発送(平成 21年１月～４月診療分) 
・被保険者証一斉更新(ジェネリック医薬品リーフ及び希望カード送付) 

８月 6,771 

(4,517) 

1,517

(557)

8,288

(4,074)

・保険料（普通徴収分）督促状送付(８月中旬) 

９月 1,937 

(1,566) 

158

(118)

2,095

(1,684)

・9／ 7高額療養費特別支給金(長寿医療該当者)の申請書送付 
・9／14高額療養費特別支給金(長寿医療非該当者)のお知らせ送付 

10月 1,057 

(3,302) 

81

(302)

1,138

(3,604)

・10／15保険料（特別徴収）本徴収開始 

合計 19,773 

(20,518) 

2,132

(3,819)

21,905

(24,337)
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２．次期特定期間（平成２２・２３年度）における 

保健事業及び長寿・健康増進事業の実施について 

（１）保健事業について 

ア 実施事業・目的 
平成２０・２１年度と同様に保健事業として、糖尿病等の生活習慣病を
早期発見することを目的に、健康診査を実施する。 

 
イ 対象者 

対象者は、山形県後期高齢者医療制度の被保険者とするが、国の基準に
合わせ、生活習慣病で治療中の方や他に健康診査の受診機会がある方は対
象者としない。 
ただし、「適切な周知広報」を行ったうえで、生活習慣病で既に受診し

ている方について、健康診査を希望する場合は受け入れるものとする。 
 

ウ 実施方法等 

   （ア）山形県後期高齢者医療広域連合が市町村に委託し、実施する。 
 

（イ）健診項目は、平成２０・２１年度実施の「腹囲を除く特定健診に
おける必須項目」に加えて「詳細な健診（貧血・心電図・眼底の
各検査）」を一律に実施する。（１０ページ参照） 

 
エ 受診者負担 

無料 
※（これまでの経緯） 
平成２０年度及び２１年度は無料で実施。 

詳細な健診を実施した場合約３,０００円単価は上がるが、平成２２年度、２３

年度も引続き無料で実施する。 
 
オ 事業費（見込み） 

 平成２２年度 ２１７,０００千円（国庫補助３１,０００千円除く） 

 平成２３年度 ２２１,０００千円（国庫補助３２,０００千円除く） 
 
カ 受診率（見込み） 

被保険者全体の１８％ 
（受診率の参考） 

平成２０年度の全国の受診率実績は１８％ 

平成２０年度の山形県の受診率実績は１４％ 

（受診者数/被保険者数の値とし、生活習慣病の人数は考慮していない） 
 

 キ 財源 

   健康診査の財源は、保険料とする。 

ただし、国庫基準額の１/３が国庫補助となる。 

―９― 



１９

○ ○ ○

身長 ○ ○ ○

体重 ○ ○ ○

肥満度 ○ ○ ○

腹囲 ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

△ △ ○

尿糖 半定量 ○ ○ ○

△ △ □

● □ □

● □ □

● □ □

尿淡白 半定量 ○ ○ ○

○

○

心機能 ● □ □

眼底検査 ● □ □

２０ ２１ ２３

●：平成２２年度からの追加項目

○：必須項目

□：（特定健診）　　医師の判断と昨年の血圧・血糖・脂質・肥満度に基づ

　　　　　　　　　　き選択的に実施する項目

　　（老人保健健診）医師の判断で実施する項目

△：いずれかの項目の実施で可
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区分 後期高齢者 特定健診

脂質

総コレステロール

中性脂肪

ＨＤＬ－コレステロール

ＬＤＬ－コレステロール

肝機能

各制度における健康診査項目の比較

診察

質問（問診）

計測

理学的所見（身体診察）

血圧

ＡＳＴ（ＧＯＴ）

ＡＬＴ（ＧＰＴ）

γーＧＴ（γーＧＴＰ）

空腹時血糖

ヘモグロビンＡ１Ｃ

血液一般

ヘマトクリット値

血色素測定

赤血球数

合計

老人保健

年度 ２２・２３

尿・腎機能 潜血

血清クレアチニン

１２誘導心電図

代謝系



（２）長寿・健康増進事業について 

 

ア 実施事業・目的 

  高齢期における健康を維持し、食べる楽しみを享受できるよう、歯の喪

失を予防することを目的に、歯周疾患検診を実施する。 

  （１２ページ参照） 

 

イ 対象者 

   対象者は実施年度の前年度において７５歳に到達した、山形県後期高齢

者医療制度の被保険者とする。 

   平成２２年度 約１４，０００人 

  平成２３年度 約１１，０００人 

 

ウ 実施方法等 

（ア）山形県後期高齢者医療広域連合が山形県歯科医師会に委託し、健康

増進法に基づき市町村が実施する４０・５０・６０・７０歳を対象

とした歯周疾患検診の体制を活用して実施する。 

 

（イ） 広域連合が対象者に「受診券」「受診票」等必要書類を送付し、   

対象者が歯科医療機関に直接予約し受診する。 

 

（ウ）実施時期は８月から１２月までとする。 

 

エ 受診者負担 

   無料 

 

オ 事業費（見込み） 

   平成２２年度 １３，０００千円 

平成２３年度 １１，０００千円 

 

カ 受診率（見込み） 

対象者の１５％ 

 

キ 財 源 

   歯周疾患検診の財源は、保険料とする。 

ただし、平成２１年度は、長寿・健康増進事業として、全額国庫補助  

対象となっている。 
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歯周疾患検診の内容と効果について 

 

○受診場所と予約について 

 希望の歯医者さんに直接予約して受診してい 

ただきます。 

 県内の殆どの歯科医院で受診でき、約４５０ 

箇所の歯科医院が参加しています。 

○検診の内容について 

 歯周疾患検診とは、歯の状態を診察したり右図の 

６箇所の歯周ポケット（歯と歯茎の隙間）の深さ 

を測定し、必要な歯磨きなどの指導を実施します。 ４ 

１ 

６

３

２ 
５ 

 状態によっては、精密検査や治療に結びつけるな 

どして歯の健康を保とうとするものです。 

○ 効果について 

 定期的に検査を受けず予防にも心がけない場合６０歳以上で１０年間で

１２本の歯が喪失するといわれており、定期的な検査を受け予防に心がけ

ると１０年間で１本の歯しか喪失しないと言われています。 

歯周病の予防に心がければ、多くの歯を残すこととなり健康が維持され、

食べる楽しみを享受することができ生活の質が高まります。 

 また、残存歯数０本の場合と２５本以上の医療費を比べると年間１２万

円以上の開きがあるという統計結果があります。 

 受診した方がこの検診をきっかけに、歯周病の予防に心がけることにな

れば医療費の抑制にもつながります。 
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３．長寿医療制度の見直し経過及び制度廃止と高齢者医療制度 

改革について 
 

（１）長寿医療制度の見直し経過 

① 平成 21 年度保険料の軽減について 

〔新規〕 

・均等割額の７割軽減世帯のうち、長寿医療制度の被保険者全員が年金

収入 80 万円以下（他の所得なし）の世帯については、９割軽減。 

〔継続〕 

・９割軽減世帯を除く均等割額の７割軽減世帯は一律 8.5 割軽減。 

・ 年金収入 153 万円から 211 万円までの方は、所得割額を５割軽減。 

・被用者保険の被扶養者であった方については、平成 21 年度は、均等

割額の９割軽減措置を継続 (平成 20 年度は、半年間は凍結し、10 月

から３月までの半年間について均等割額を９割軽減) 。 

【一人当たりの年間平均保険料額（平成 21 年 11 月現在）】 

  ・軽減前 58,931 円 （平成 20 年 11 月 58,590 円） 

・軽減後 38,198 円 （平成 20 年 11 月 38,184 円） 

 

② 保険料年金天引きから口座振替への届出状況について 

20 年 10 月からは、条件つき(※)で年金天引きから口座振替による支払

い方法が可能になり、21 年４月からは、条件つきが撤廃され、原則とし

て全ての方が年金天引きから口座振替での支払いが可能になった。 

（※）条件つき 

・国民健康保険税（料）にこれまで滞納がないこと→本人の口座から振替 

・年金収入が年額 180 万円未満の方→世帯主又は配偶者の口座から振替 

【平成 21 年６月までの届出件数】 

・条件つきでの届出件数   1,111 件 

 ・条件つき撤廃後の届出件数 2,122 件 

  届出件数合計       3,233 件(普通徴収割合※の約 20％) 

    ※平成 21 年 10 月以降の普通徴収件数における割合 
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③ 75 歳誕生月における自己負担限度額の見直しによる遡及措置に 

ついて 
 

75 歳到達月における医療費の自己負担限度額については、誕生日前

の医療保険と誕生日後の長寿医療で本来の限度額の２分の１に設定

する高額療養費の特例措置が創設され、平成 21 年１月１日から実施

された。 

 平成 20 年４月から 12 月までに 75 歳となり長寿医療制度に加入し

た方についても同様の特例が適用され、高額療養費特別支給金として

支給される。 

 【高額療養費特別支給金支給対象者 472 人】 

平成 20 年４月から 12 月までに 75 歳になられた方、約 8,500 人 

平成 21 年９月７日に広域連合から高額療養費支給金対象者に、  

申請書を送付し、申請者には支給金を交付。 

※毎月１日生まれの方は、その制度のみ加入になるので対象外。 
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（２）後期高齢者医療制度廃止と高齢者医療制度改革について 

平成 21 年 9 月 9日 

後期高齢者医療制度の廃止を掲げる民主党・社会民主党・国民新党の三

党による連立政権合意 

 

平成 21 年 9 月 17 日 

長妻厚生労働大臣は後期高齢者医療制度廃止に向けたプラン策定を厚

労省に指示したと述べ、新制度に直接移行する方針を示唆。（就任会見） 

 

平成 21 年 9 月 25 日 

厚労相は、後期高齢者医療制度の廃止時期について「工程表だけで言え

ば、1期われわれが政権を担う 4年の中で実現していこうとする読み方だ」

と述べた。（専門紙記者クラブへの就任挨拶）   
 

平成 21 年 9 月 28 日  

全国市長会が鳩山新内閣発足にあたっての緊急要請をまとめ、政府に提

出した。後期高齢者医療制度については、「性急に廃止することは現場に

大きな混乱をもたらすので、当面は現行制度維持」を求めた。 

 

平成 21 年 9 月 30 日 

全国後期高齢者医療広域連合協議会は厚労相に「後期高齢者医療制度に

関する要望書」を提出した。   

 

平成 21 年 10 月 4 日 

厚労相は、老人保健制度は復活させず、新制度を創設するとともに、来

年度中の現行制度廃止を断念する方針を固めた。（読売新聞） 

 
平成 21 年 10 月 9 日 

厚労省は新たな制度創設に向け、高齢者医療制度検討会を立ち上げる方

針を固めた。また、厚労相は、新制度移行に言及、年齢による区別を廃止

し、急激な保険料負担増を抑えることなどを基本方針とする。（朝日新聞）   
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平成 21 年 10 月 10 日 

厚労相は、厚労省幹部と協議し後期高齢者医療制度の廃止時期を平成

24 年度末とし、25 年度から新制度に移行させる方針を固めた。 
現行制度で保険料徴収の窓口となっている市区町村のシステム改修や、

高齢者らに新制度の説明を徹底するため、2年程度の準備期間を設ける考
え。 
一方、厚労省は、新制度移行までの間、低所得者で最大 9割保険料を軽

減していることなど、現行の負担軽減措置は継続する。また、来年度は保

険料改定に当たっており、保険料上昇を抑えるため公費を投入する検討に

も入った。（朝日新聞） 
 
平成 21 年 10 月 26 日 

 臨時国会における鳩山内閣総理大臣所信表明演説で、年齢で差別する後

期高齢者医療制度については、廃止に向けて、新たな制度の検討を進める

ことを表明した。 

 

平成 21 年 11 月 12 日 

 臨時国会の長妻厚生労働大臣所信表明演説で、新たな制度のあり方を検

討するため、「高齢者医療制度改革会議」を設置し、一期四年の中で、国

民の納得と信頼が得られる新たな制度への移行を実現することを表明し

た。 

 

平成 21 年 11 月 20 日 

 全国後期高齢者医療広域連合協議会が臨時広域連合長会議後において

厚生労働省長浜副大臣へ「後期高齢者医療制度に関する要望書」を手交し

た。 
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（３）第１回高齢者医療制度改革会議について 

平成 21 年 11 月 30 日に第１回高齢者医療制度改革会議が開催され、後期高齢者医療制度改革の進め方等について 

協議され、主に下記のことが示された。 

 

① 検討に当たっての基本的考え方 

ア．後期高齢者は廃止する。 

イ．マニフェストで掲げている「地域保険としての一元化運用」の第一段階として、高齢者のための新たな制度を 

構築する。 

ウ．後期高齢者医療制度の年齢で区分するという問題を解消する制度とする。 

エ．市町村国保などの負担増に十分配慮する。 

オ．高齢者の保険料が急に増加したり、不公平なものにならないようにする。 

カ．市町村国保の広域化につながる見直しを行う。 
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（１１月３０日開催 高齢者医療制度改革会議 資料より） 
② 後期高齢者医療制度廃止までの第一段階の取組（抜粋） 

 

ア．高齢者医療制度における平成２２年度以降の保険料軽減等の措置について（案） 

１．国費による措置（２，８３９億円） 

以下については、平成２１年度第２次補正予算において全額国費により措置する。 

① ７０歳から７４歳までの患者負担割合（１割→２割）の引上げの凍結         ２，０３２億円 

     ② 所得の低い方の保険料軽減の継続（均等割９割・８．５割、所得割５割軽減）       ５３０億円 

  ③ 被用者保険の被扶養者であった方の保険料軽減の継続（均等割９割軽減のうち４割相当分） ２７７億円 

 

２．地方負担による措置（２４４億円、全体の７．９％） 

被用者保険の被扶養者であった方の保険料軽減措置（均等割９割軽減のうち５割相当分）については、引き続き

地方負担とし、地財措置を行う。 
 

※ 被用者保険の被扶養者であった方の均等割の軽減（５割分）に対して地方負担を行う期間は、「高齢者の医療

の確保に関する法律」において加入後２年間と規定されている。したがって、制度施行当初から加入している方

の均等割の軽減分に対する地方負担は、平成２２年３月末で終了することとなるため、同法を改正し、後期高齢

者医療制度廃止までの間、当該地方負担を延長する。（総務省と協議中） 
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イ．平成２２年度及び２３年度における後期高齢者医療保険料の上昇抑制について 

 

後期高齢者医療制度においては、財政運営期間は２年間とされており、各広域連合において、平成２２年度及び

２３年度の保険料率を来年２月頃までに決定することとなるが、以下の４点の要因により、何らの抑制策も講じな

い場合には、保険料は平成２１年度と比較し、全国ベースで約１３．８％増加することが見込まれる。 

 

＜保険料が増加する要因＞ 

    （ア）一人当たり医療費の伸びにより約４．３％増加

平成２２年度及び２３年度の被保険者一人当たりの医療給付費は、直近の医療給付費の実績等をもとに、平成 

２０年度及び２１年度に比べ、約４．３％伸びると見込んでいる。 

 

（イ）後期高齢者負担率の上昇により約２．６％増加

後期高齢者負担率とは、医療給付費に対し後期高齢者が負担する保険料の割合であり、将来的な若人人口の減

少による若人一人当たりの負担増分について、後期高齢者と若人で半分ずつ負担するよう、後期高齢者の保険料

の負担割合を若人減少率の１/２の割合で引き上げることとなる。 

平成２０年度及び２１年度の後期高齢者負担率が１０％であるのに対し、平成２２年度及び２３年度は   

１０．２６％となる。 

 

（ウ）平成２０年度及び２１年度における医療給付費の算定期間が２３ヶ月であったことにより約４．３％増加

平成２０年４月支払分（３月診療分）は、老人保健制度からの支払いであるため、平成２０年度及び２１年度

に 保険料等でまかなうことになる医療給付費は２３ヶ月分であるのに対し、平成２２年度及び２３年度は２４

ヶ月分となる。 
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    （エ）所得の減少が見込まれることにより約２．０％増加 

平成２１年度の被保険者の所得は、平成２０年度に比べ減少しており、平成２２年度及び平成２３年度の被保

険者の所得を平成２１年度所得と同水準と見込んだ場合、約２．０％の増加すると見込んでいる。 

一方、各広域連合においては、平成２０年度の医療給付費の実績額が見込額を下回ったこと等から、剰余金が

生じることが見込まれるところであり、これを保険料額の上昇の抑制に活用することが可能。 

さらに、都道府県に設置されている財政安定化基金を取り崩すことにより、保険料額の増加を抑制することが 

可能。 

 

※ 現在、上記の方針に基づき、法改正の実施を含め、関係省庁及び各広域連合・都道府県と具体的な対応につい  

調整中。 

 

＜財政安定化基金について＞ 

◆  給付費の伸びや保険料の未納により広域連合の財政に不足が生じた場合、都道府県が広域連合に対し交付又は

貸付を行うもの。 

◆  国、都道府県及び広域連合（保険料）が３分の１ずつ拠出。 

◆ 平成２０年から平成２５年までの６年間に、全国ベースで約２０００億円程度を積み立てることとし、平成 

２１年度末で約５３０億円、平成２３年度末で約１０６０億円が積み立てられる見込み。 
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 ウ．資格証明書の運用について 

平成２１年 ５月２０日 ・・・各広域連合における資格証明書の運用に係る留意点等を通知 

平成２１年１０月２６日 ・・・現内閣においては、「原則として資格証明書を交付しない」とする基本方針 

等を通知 
 

１ 平成２１年５月２０日の通知の内容 

    （１） 災害、病気、事業の休廃止、失業等があったことにより、保険料を納付することができないと認められ

る場合には、資格証明書を交付しない。 

    （２） 現に診療等を受けている又は受ける予定のある方については、仮に資格証明書を交付した場合、医療費

の全額を一時的に負担することが困難となると認められるときは、資格証明書を交付しない。 

    （３） （１）及び（２）に加え、滞納の初期の段階から、 

       ・電話や訪問による相談を重ねる 

       ・有効期限の短い被保険者証（短期証）を繰り返し交付する 

       ・被保険者と共に、分割納付・徴収猶予等を含めた現実的な納付計画を作成する等のきめ細かな収納対策

を講じることにより、均等割の軽減対象等の所得の少ない方については、原則として、資格証明書の交

付に至らないようにする。 
 

２ 平成２１年１０月２６日の通知の内容 

     上記の１に沿って、保険料の納付につき十分な収入等があるにもかかわらず、保険料を納付しない悪質な場合

であって、資格証明書を交付しても必要な医療を受ける機会が損なわれないと認められるときに限って資格証明

書を交付することとする。 

      また、資格証明書の交付を検討している事案が生じた場合には、厚生労働省に報告いただき、当該事案につ

いて個々に確認し、不適切と考えられる事案があれば交付しないよう要請するとともに、資格証明書が交付され

た場合には、その事案の概要について、厚生労働省において公表する。 
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新しい高齢者医療制度の創設までのスケジュール（見込み） 
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制度決定まで１年 法案作成か 立まで半年 
 
 

（参考）後期高齢者医療制度も法案成立から施行 は約２年。
平成１８年６月 高齢者の医療の確保に関する法 成立 
平成２０年４月 後期高齢者医療制度の施行 

 
 
 
 
 施行準備 ２年 
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